
令和５年第１回定例会議案一覧
市長提出議案
（令和５年２月２４日提出 ３０件）

議
案
番
号

件 名 提案理由・要旨

議

決

月

日

議

決

番

号

議

決

結

果

第

1

号

議

案

本庄市個人情報の保護に関する法

律施行条例

個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴い、同法

の施行に関し必要な事項を定めたいので、この案を提

出するものである。

3

月

24

日

第

4

号

原

案

可

決

第

2

号

議

案

本庄市犯罪被害者等支援条例

犯罪被害者等の支援について基本となる事項を定め

ることにより、犯罪被害者等の支援に関する施策を総

合的に推進し、犯罪被害者等が受けた被害の軽減又は

回復を図りたいので、この案を提出するものである。

3

月

24

日

第

5

号

原

案

可

決

第

3

号

議

案

本庄市行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用に

関する条例の一部を改正する条例

生活保護法の規定に準じて行う生活に困窮する外国

人に対する生活保護の措置に関する事務について、個

人番号を利用できるようにしたいので、この案を提出

するものである。

3

月

24

日

第

6

号

原

案

可

決

第

4

号

議

案

本庄市情報公開・個人情報保護審議

会条例の一部を改正する条例

個人情報の保護に関する法律の一部改正を踏まえ、本

庄市情報公開・個人情報保護審議会を本庄市情報公開

審議会としたいので、この案を提出するものである。

3

月

24

日

第

7

号

原

案

可

決

第

5

号

議

案

本庄市長等の給料及び期末手当の

額の特例に関する条例の一部を改

正する条例

市長等の給料等の減額措置の延長をしたいので、この

案を提出するものである。

3

月

24

日

第

8

号

原

案

可

決

第

6

号

議

案

本庄市行政不服審査会条例の一部

を改正する条例

個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴い、所要

の改正をしたいので、この案を提出するものである。

3

月

24

日

第

9

号

原

案

可

決

第

7

号

議

案

本庄市消防団員の定員、任免、給与、

服務等に関する条例の一部を改正

する条例

消防団員数の確保及び維持のための処遇改善として、

定年年齢等を見直しし、出動報酬を支給する等したい

ので、この案を提出するものである。

3

月

24

日

第

10

号

原

案

可

決

第

8

号

議

案

本庄市国民健康保険条例の一部を

改正する条例

健康保険法施行令の一部改正に伴い、所要の改正をし

たいので、この案を提出するものである。

3

月

24

日

第

18

号

原

案

可

決



第

9

号

議

案

本庄市子ども・子育て会議条例の一

部を改正する条例

子ども・子育て支援法の一部改正に伴い、所要の改正

をしたいので、この案を提出するものである。

3

月

24

日

第

19

号

原

案

可

決

第

10

号

議

案

本庄市放課後児童健全育成事業の

設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基

準の一部改正に伴い、所要の改正をしたいので、この

案を提出するものである。

3

月

24

日

第

20

号

原

案

可

決

第

11

号

議

案

本庄市特定教育・保育施設及び特定

地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する

条例

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特

定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の一

部改正に伴い、所要の改正をしたいので、この案を提

出するものである。

3

月

24

日

第

21

号

原

案

可

決

第

12

号

議

案

本庄市家庭的保育事業等の設備及

び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一

部改正に伴い、所要の改正をしたいので、この案を提

出するものである。

3

月

24

日

第

22

号

原

案

可

決

第

13

号

議

案

本庄市自転車等駐車場の設置及び

管理に関する条例の一部を改正す

る条例

道路交通法の一部改正に伴い、所要の改正をしたいの

で、この案を提出するものである。

3

月

24

日

第

11

号

原

案

可

決

第

14

号

議

案

市道路線の廃止について

市道第２４０号線 県道花園本庄線道路建設に伴い

路線を短縮し再認定するため廃止する。

市道第９３２７号線 県道花園本庄線道路建設に伴

い廃止する。

市道第９３３２号線 県道花園本庄線道路建設に伴

い路線を延長し再認定するため廃止する。

市道第９３３５号線 県道花園本庄線道路建設に伴

い路線を短縮し再認定するため廃止する。

市道第９３３６号線 県道花園本庄線道路建設に伴

い廃止する。

市道第１－３１８号線 開発行為に伴い廃止する。

以上６件について、この案を提出するものである。

3

月

24

日

第

12

号

原

案

可

決

第

15

号

議

案

市道路線の認定について

市道第２４０号線 県道花園本庄線道路建設に伴い

路線を短縮し再認定する。

市道第９３３２号線 県道花園本庄線道路建設に伴

い路線を延長し再認定する。

市道第９３３５号線 県道花園本庄線道路建設に伴

い路線を短縮し再認定する。

市道第１－４８０号線 開発行為に伴い認定する。

以上４件について、この案を提出するものである。

3

月

24

日

第

13

号

原

案

可

決



第

16

号

議

案

美里町が本庄市に委託する一般旅

券の申請受理及び交付等に係る事

務の変更について

美里町が本庄市に委託する一般旅券の申請受理及び

交付等に係る事務を変更するとともに、本庄市と美里

町との間における一般旅券の申請受理及び交付等に

係る事務の委託に関する規約を変更することについ

て協議したいので、地方自治法第２５２条の１４第３

項において準用する同法第２５２条の２の２第３項

の規定により、この案を提出するものである。

2

月

28

日

第

1

号

原

案

可

決

第

17

号

議

案

神川町が本庄市に委託する一般旅

券の申請受理及び交付等に係る事

務の変更について

神川町が本庄市に委託する一般旅券の申請受理及び

交付等に係る事務を変更するとともに、本庄市と神川

町との間における一般旅券の申請受理及び交付等に

係る事務の委託に関する規約を変更することについ

て協議したいので、地方自治法第２５２条の１４第３

項において準用する同法第２５２条の２の２第３項

の規定により、この案を提出するものである。

2

月

28

日

第

2

号

原

案

可

決

第

18

号

議

案

上里町が本庄市に委託する一般旅

券の申請受理及び交付等に係る事

務の変更について

上里町が本庄市に委託する一般旅券の申請受理及び

交付等に係る事務を変更するとともに、本庄市と上里

町との間における一般旅券の申請受理及び交付等に

係

る事務の委託に関する規約を変更することについて

協議したいので、地方自治法第２５２条の１４第３項

において準用する同法第２５２条の２の２第３項の

規定により、この案を提出するものである。

2

月

28

日

第

3

号

原

案

可

決

第

19

号

議

案

令和４年度本庄市一般会計補正予

算（第１０号）

補正予算額 △１３０，４６０，０００円

総額 ３３，４６２，１５５，０００円

繰越明許費の補正

地方債の補正

3

月

24

日

第

29

号

原

案

可

決

第

20

号

議

案

令和４年度本庄市国民健康保険特

別会計補正予算（第４号）

補正予算額 １１９，１５８，０００円

総額 ８，１５３，０３２，０００円

3

月

24

日

第

23

号

原

案

可

決

第

21

号

議

案

令和４年度本庄市介護保険特別会

計補正予算（第４号）

補正予算額 △１８，７５４，０００円

総額 ６，４２７，５６８，０００円

3

月

24

日

第

24

号

原

案

可

決

第

22

号

議

案

令和４年度本庄市後期高齢者医療

特別会計補正予算（第２号）

補正予算額 １８，０６８，０００円

総額 ９８５，４２５，０００円

3

月

24

日

第

25

号

原

案

可

決



第

23

号

議

案

令和４年度本庄市水道事業会計補

正予算（第５号）

業務の予定量

収益的収入補正予定額 ２３，２４５，０００円

総額 １，６４８，６７９，０００円

収益的支出補正予定額 △６，６７４，０００円

総額 １，６５１，８１６，０００円

資本的収入補正予定額 △２２，２５７，０００円

総額 １８０，０５９，０００円

資本的支出補正予定額 △５４，１８２，０００円

総額 ９２５，７３５，０００円

たな卸資産購入限度額

他会計からの補助金

3

月

24

日

第

14

号

原

案

可

決

第

24

号

議

案

令和４年度本庄市下水道事業会計

補正予算（第４号）

収益的収入補正予定額 △８１，２４５，０００円

総額 ２，０７４，７４８，０００円

収益的支出補正予定額 △４４，３８５，０００円

総額 １，９４０，６３４，０００円

資本的収入補正予定額 △１２９，３８０，０００円

総額 １，３７０，６０３，０００円

資本的支出補正予定額 △１２９，３８０，０００円

総額 １，７８２，０６１，０００円

企業債

他会計からの補助金

3

月

24

日

第

15

号

原

案

可

決

第

25

号

議

案

令和５年度本庄市一般会計予算

予算額 ３０，３９２，０００，０００円

継続費

債務負担行為

地方債

一時借入金

歳出予算の流用

3

月

24

日

第

30

号

原

案

可

決

第

26

号

議

案

令和５年度本庄市国民健康保険特

別会計予算

予算額 ７，９８４，５９５，０００円

歳出予算の流用

3

月

24

日

第

26

号

原

案

可

決

第

27

号

議

案

令和５年度本庄市介護保険特別会

計予算

予算額 ６，６０３，１２７，０００円

債務負担行為

歳出予算の流用

3

月

24

日

第

27

号

原

案

可

決

第

28

号

議

案

令和５年度本庄市後期高齢者医療

特別会計予算
予算額 １，０６４，４７９，０００円

3

月

24

日

第

28

号

原

案

可

決



議員提出議案
（令和５年３月２４日提出 ３件）

第

29

号

議

案

令和５年度本庄市水道事業会計予

算

業務の予定量

収益的収入予定額 １，６５１．１４４，０００円

収益的支出予定額 １，６８２，５６７，０００円

資本的収入予定額 ３５４，１４１，０００円

資本的支出予定額 ９８５，８６２，０００円

企業債

予定支出の各項の経費の金額の流用

議会の議決を経なければ流用することのできない経

費

たな卸資産購入限度額

3

月

24

日

第

16

号

原

案

可

決

第

30

号

議

案

令和５年度本庄市下水道事業会計

予算

業務の予定量

収益的収入予定額 ２，１２６，０７１，０００円

収益的支出予定額 ２，０５０，５７４，０００円

資本的収入予定額 １，６９０，９０５，０００円

資本的支出予定額 ２，１００，５４５，０００円

債務負担行為

企業債

一時借入金

予定支出の各項の経費の金額の流用

議会の議決を経なければ流用することのできない経

費

他会計からの補助金

3

月

24

日

第

17

号

原

案

可

決

議
案
番
号

件 名 提案理由・要旨

議

決

月

日

議

決

番

号

議

決

結

果

議

第

1

号

議

案

本庄市議会の個人情報の保護に関

する条例

個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴い、議会

における個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項

を定めたいので、この案を提出するものである。

3

月

24

日

第

31

号

原

案

可

決

議

第

2

号

議

案

本庄市議会議員政治倫理条例の一

部を改正する条例

地方自治法の一部改正を踏まえ、所要の改正をしたい

ので、この案を提出するものである。

3

月

24

日

第

32

号

原

案

可

決



議

第

3

号

議

案

適格請求書等保存方式（インボイス

制度）の実施延期を求める意見書

物価高騰が暮らしと営業に深刻な影響を与えてい

ます。２０２３年１０月１日に、複数税率に対応した

消費税の仕入税額控除方式として適格請求書等保存

方式（インボイス制度）の実施に向け、２０２１年１

０月からインボイス発行事業者の登録申請が開始さ

れました。対象者は、農林水産業者、俳優や劇団関係

者、個人タクシーや軽輸送ドライバー、シルバー人材

センター会員など多岐にわたります。

これまでは年間の課税売上高が１０００万円以下

であれば消費税の納税は免除されていましたが、イン

ボイス制度の登録事業者になれば売上高にかかわら

ず納税義務が発生することに加え、発行する請求書の

様式変更など煩雑な事務負担が生じることになりま

す。消費税免税事業者はインボイスが発行できないた

め、課税業者との取引から排除され、廃業を余儀なく

される懸念があります。

財務省はインボイス制度の導入で約１６１万の免

税事業者が新たに課税事業者になり、１事業者あたり

の税負担額は約１５万４０００円、消費税率を引き上

げなくても約２４８０億円の増収になると試算して

います。同制度の導入は、長引くコロナ禍によって打

撃を受けている市内小規模事業者に追い打ちをかけ、

地域経済の再生を阻害しかねません。日本商工会議所

や全国中小企業団体中央会、日本税理士会連合会をは

じめ様々な団体・個人から、制度の廃止や実施延期を

求める声があがっています。

よって、本庄市議会は、国に対し、中小企業・小規

模事業者の事業存続と再生、ひいては日本経済振興の

ため、インボイス制度の実施を延期することを強く要

望します。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提

出します。

3

月

24

日

第

33

号

原

案

可

決


